
広島県公安委員会告示第 33号 

 次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和 60年国家公安委員会規

則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、

規則第９条第１項の規定により告示する。 

  令和５年５月 18日 

広島県公安委員会 

委員長 北  川  祐  治 

検定 

番号 

検 定 の 

有 効 期 間 

遊技機の 

種 類 
型 式 名 

申 請 者 名 

（ 住 所 ） 

製造業者名 

（ 住 所 ） 

310065 告示の日 

(令和５年５

月 18 日)から

３年間 

ぱちんこ

遊技機 

Ｐ天才バカボン７

Ｄ 

株式会社大一商会 

代表取締役 市原 髙明 

(愛知県北名古屋市沖村西

ノ川１番地) 

左同 

310129 同上 同上 Ｐ真・一騎当千～

桃園の誓い～ＦＭ

－ＪＴ 

株式会社ディ・ライト 

代表取締役 安藤 昇 

(東京都中央区銀座三丁目

10番１号) 

左同 

１Ｐ18 

43 

同上 同上 Ｐ七つの美徳Ｖ１

Ｇ 

株式会社高尾 

代表取締役 内ヶ島 吉則 

(愛知県名古屋市中川区中

京南通三丁目 22番地) 

左同 


